
補助対象事業
令和6年4月１日から令和7年3月31日までに実施される以下の事業

交流事業

ア．団体交流型
対象団体同士が広島広域都市圏内において交流する事業
     例.広島市内の町内会が、先進的な取組を行う邑南町内の町内会を
　　　　　 視察し、意見交換を行う事業

イ．イベント出展型
対象団体が広島広域都市圏内において開催されるイベント等
に出展する事業
     例.東広島市内で開催するイベントに岩国市内の商工会が出展する事業

単独事業 対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う事業
     例.三次市内の町内会が安芸高田市を訪れ、神楽を鑑賞し、団体内の交流を図る事業

⑴　広島広域都市圏内に所在する地域活動団体
　　　（町内会、自治会、地区社会福祉協議会、地域運営組織、子ども会、老人クラブなど）
⑵　広島広域都市圏内に所在する産業関連団体
　　　（商工会、商店街、農協、事業組合など）
【条件】
　 ①団体の構成員の過半数は地域の住民や事業者が占めていること。
　 ②団体の運営に関する規程（規約、会則、定款等）を設けていること。
　 ③団体の運営に関する規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を
      行っていることが確認できること。

対象団体

広島広域都市圏交流活動促進事業
公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、
広島広域都市圏(※)内で活動する地域団体が、団体間の交流やイベン
ト出展、地域資源の視察等で公共交通を利用する際の経費を補助します。
※広島広域都市圏：広島県、山口県、島根県の３県にまたがる以下の30市町で構成する圏域
 広島県：広島市、呉市、竹原市、三原市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、 府中町、海田町、
　　　　　　　 熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町
 山口県：岩国市、柳井市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町　島根県：浜田市、飯南町、川本町、美郷町、邑南町

補助対象経費

補助率・補助上限額

事業区分 補助率 補助上限額

交流事業 対象経費の10分の10 １人当たり１万円かつ1団体２０万円

単独事業 対象経費の2分の1 １人当たり5千円かつ1団体1０万円

[令和6年度]

広島広域都市圏マスコットキャラクター
ひろしま都市犬はっしー

公共交通型
対象団体の構成員が3名以上参加する補助対象事業において、当該構成員が
集合する地点と目的地の間を往復するために利用する公共交通※の運賃の支
払いに要する経費　※JR在来線、アストラムライン、路面電車、乗合バス、乗合タクシー、船舶等

貸切バス型
対象団体の構成員が10名以上参加する補助対象事業において、当該構成員
が利用する貸切バス※の利用料金（バス借上料のみ）の支払いに要する経費
※道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受け
ている事業者が運行する貸切バスに限る。

※同一市町内での活動も対象となります。（例.広島市内の対象団体が広島市内において実施する交流事業や単独事業も対象となります。）

※年度内に交流事業と単独事業それぞれ2回まで申請可能です。



問合せ先・申請先

申請方法

補助事例

①　事前協議
　　　　公共交通型、貸切バス型ともに、活動を実施する月の前月1日から活動実施日の概ね2週間　
　　前までに、下記の申請先へ必要書類を提出してください。　　　　
　　　　　※　貸切バス型については、予算の執行状況等を踏まえて、年度途中で選考により補助金交付の申請ができる団体を決定
　　　　　　　するよう変更する場合があります。
　　　　

②　活動実施
　　　　 対象団体が活動を実施します。
　　　　 ※　活動を実施したことが確認できる写真等を撮ってください（③交付申請・請求の手続きで必要とな
　　　　　　　るため）。
　　　　　※　交流事業ア（団体交流型）の場合は、交流団体に活動実施証明書（様式）を記入してもらってください。

③　交付申請・請求
　　　　活動実施後、３０日以内または令和7年３月31日のいずれか早い日までに、
　　下記の申請先へ必要書類を提出してください。
　　   ※　補助金交付は交付申請後、約1か月程度かかります。

※　各手続に必要な書類など、詳細は広島広域都市圏ホームページを御確認ください。

事業実施主体：広島広域都市圏協議会（事務局：広島市企画総務局広域都市圏推進課）

※　事前協議なく活動実施した場合は、補助金を交付することができません。

広島広域都市圏
ホームページ

○　交流事業（補助率：10分の10）
ア（団体交流型）：対象団体同士が広島広域都市圏内で交流する事業

イ（イベント出展型）：対象団体が広島広域都市圏内で開催されるイベント等に出展する事業

自宅　　⇆　　新白島駅  　 ⇆  　大塚駅  　⇆  　浜田駅前　  ⇆   　目的地（視察・意見交換）
ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ：410円路線ﾊﾞｽ

例：広島市内の対象団体３名が浜田市内の対象団体と浜田市で交流（補助上限額：1万円×3名＝3万円）
（ここで集合） 高速ﾊ゙ｽ：2,810円 路線ﾊﾞｽ：１７０円

3,390円×2（往復分）×3名＝20,340円（補助額）

自宅　　⇆　   　　 岩国駅　　　    ⇆ 　　   西条駅（酒イベントに出展）
ＪＲ：1,340円路線ﾊﾞｽ

例：岩国市内の対象団体5名で東広島市で開催される酒イベントに出展（補助上限額：1万円×5名＝5万円）
（ここで集合）

1,340円×2（往復分）×5名＝13,400円（補助額）

対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う事業

自宅　　⇆　　　三次駅前　 　⇆　　 美土里BC　　 ⇆　　 神楽門前湯治村（神楽鑑賞）
路線ﾊﾞｽ

例：三次市の対象団体8名が安芸高田市内の神楽門前湯治村で神楽鑑賞（補助上限額：5千円×8名＝4万円）
（ここで集合） 無料送迎ﾊﾞｽ高速ﾊﾞｽ：640円

640円×2（往復分）×5名×1/2（補助率）＝3,200円（補助額）

○　単独事業（補助率：2分の1）

自宅　　⇆　　　美郷町役場　 　⇆　　 平和記念公園（平和学習）
路線ﾊﾞｽ

例：美郷町の対象団体10名が広島市内の平和記念公園で平和学習（補助上限額：5千円×10名＝5万円）
（ここで集合） 貸切ﾊﾞｽ：15万円（ﾊﾞｽ借上料）

15万円×1/2（補助率）＝75,000円>50,000円（補助額＝補助上限額）

　　三原市　経営企画課　総合企画係

　　電話：0848-67-6270　　　　ファックス：0848-64-7101

　　メール：keieikikaku@city.mihara.hiroshima.jp


